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許可申請チェックリスト(土石の堆積）

個人の場合︓住民票の写し、又はマイナンバーカードの写し（表面のみ）（個人番号が記載され
ている裏面の写しは添付しないこと。）

法人の場合︓取締役員以上の住民票の写し、又はマイナンバーカードの写し（表面のみ）（個人
番号が記載されている裏面の写しは添付しないこと。）

法人の場合︓直前３年の各事業年度分の以下の書類
法人税の納付すべき額、及び納付済額を証する書類
貸借対照表、損益計算書、及び個別注記表

個人の場合︓直前３年の所得税額と納付済額を証する書類 ⇒市県民税の納税証明書又は源泉徴
収票（「源泉徴収税額」→所得税）

資金計画書（省令様式５）【法人・個人】

個人の場合︓融資証明書、又は預貯金残高を証する書類

信用に関する申告書（規則様式第３号）【法人・個人】

土地の登記事項証明書（盛土・切土の対象地）

土石の堆積に関する許可申請書

土地調書（参考様式２）

土地権利者同意書  （所有権、地上権、質権、貸借権、使用貸借による権利又はその使用及び
収益を目的とする権利等を記入。）

設計者の資格を証する書類（高さ５mを超える擁壁を設置する。盛土・切土する土地面積が1,500㎡を
超える土地においての排水施設の設置。 ）□卒業証明書 □大学院に１年以上在学したことの証明書□宅
地造成技術講習会修了証書 □実務経験証明書   □資格証明書（技術士又は一級建築士）

法人の場合︓登記事項証明書（法人登記簿）

工程表（工事の順序を明らかにした書類。）
①特定工程に係る工事がある場合はその施工時期を明示

現況写真 ①撮影位置図には撮影した位置・方向・日時を記載すること

周辺住民への周知を行ったことを証する書類 住民周知措置実施報告書（規則様式第２号）

工事施行者の能力を証する書類（規則様式第４号）

建設業許可通知書の写し、又は建設許可証明書

住民説明について、範囲に居住該当がない場合、連合自治会長と単位自治会長に説明して下さい。
様式第２号（住民周知措置実施報告書）の備考欄にその旨説明した事を記入して下さい。また、説明
に使ったチラシ等を添付して下さい。

工事施行者の登記事項証明書（法人の場合）、又は住民票の写し（個人の場合）

法人の場合︓融資証明、又は預貯金残高を証する書類
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地形図（現況平面図） ①縮尺1/2,500以上 ②方位 ③施行区域の境界、周辺の道路、河川、水
路、その他公共の用に供する施設。④境界付近隣地の建物、又は構造物、地形

土地の平面図 ①縮尺1/2,500以上 ②方位 ③施行区域の境界 ④盛土・切土の面積、高
さ、土量、擁壁その他構造物の位置、種類高さ等

土地の断面図 ①縮尺1/2,500以上 ②測点番号 ③横断線の位置と記号等

公図写し ①縮尺 ②方位 ③境界等

求積図 ①施行区域の面積

防災計画平面図 ①縮尺1/2,500以上 ②方位 ③防災施設（土留柵、擁壁、調整池、沈砂池
等、位置及び寸法） ④流水方向（調整池、沈砂池、堰堤、仮排水路等）

位置図 ①縮尺1/10,000以上 ②方位 ③施行区域の境界 ④道路河川等の公共施設、学校、
人家、その他目標となる地物

その他の盛土等に要する資金を調達することができることを証する書類（※融資証明書、又は預貯金残高
を証する書類が提出できない場合）⇒ 資金計画書の裏付けとして必要なものを提出

擁壁の構造図、構造計算書 ①鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合。
②擁壁の概要、構造計算、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書。

防災施設等構造計算書︓①土石の堆積で以下のいずれかに該当するもの。（傾斜地盤（勾配1/10 以上）に土石
の堆積を行う場合で土石の崩壊防止の措置（構台等）を行うもの。空地等を設けずに土石の堆積を行う場合で土石の
流出防止の措置（鋼矢板等）を行うもの。）

排水施設の構造図、排水量計算書

大臣認定擁壁を要する書類（政令第17 条に係る擁壁を用いる場合に必要）

河川管理者等の同意を証する書類（協議書の写し）、又は排水先管理者との協議書
①宅地造成等に関する工事を行う土地の区域外に水を放流する場合。② 工事を行う土地の区域からの雨水
排水について、放流先の施設管理者と調整池の設置の有無等を含め協議し、同意を得たことがわかる書類
（協議記録等）

地質調査データ、又はスクリューウェイト貫入試験データ（サウンディング式）


